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SBIアルヒ株式会社 2026年 3月 24日 

 

サステナブルファイナンス・フレームワーク サステナブルファイナンス本部 

担当アナリスト：森安 圭介 

格付投資情報センター（R&I）は、SBI アルヒのサステナブルファイナンス・フレームワーク（2026 年 3 月改定）が

以下の原則・ガイドラインに適合していることを確認した。 

■資金使途（グリーン） 

事業区分 対象プロジェクト 

エネルギー効率 
【フラット３５】Ｓのうち、省エネルギー性に関する基準を満たす住宅に対する住宅    

ローン債権 

■資金使途（ソーシャル） 

事業区分 対象プロジェクト 対象となる人々 

必要不可欠なサービスへ

のアクセス／社会経済的

向上とエンパワーメント 

【フラット３５】Ｓのうち、「バリアフリー性に関する技術基準」

を満たす住宅に対する住宅ローン債権 

高齢者、介護等を両立

する人々 

1. 資金調達者の概要 

・ SBI アルヒは国内最大手の住宅ローン専門金融機関。住みやすい街の紹介、不動産売買の手伝い、さまざま

な暮らしのサービスなど、家探しや住み替えに必要な商品とサービスをワンストップで提供している。 

・ 住宅ローンを核として、顧客ひとりひとりに最適な住みやすい街と家探しから、住み替え時や住み替え後の暮

らしまで、ライフステージに合わせたさまざまな商品・サービスをご提供し、多様な金融サービス、卓越したオ

ペレーション、パートナーネットワークを通じて、顧客にとってファーストチョイスとなる住宅金融のリーディングカ

ンパニーを目指している。 

 

グリーンボンド原則（2025、ICMA） グリーンローン原則（2025、LMA 等） 

ソーシャルボンド原則（2025、ICMA） ソーシャルローン原則（2025、LMA 等） 

グリーンボンドガイドライン（2024、環境省） グリーンローンガイドライン（2024、環境省） 

ソーシャルボンドガイドライン（2021、金融庁） サステナビリティボンド・ガイドライン（2021、ICMA） 
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２. 調達資金の使途 

調達資金の使途として示された対象プロジェクトは明確な環境改善効果・社会的効果をもたらす。調達資金の

使途は適切である。 

・ 本フレームワークに基づいて調達された資金は、以下のグリーンプロジェクト、ソーシャルプロジェクトに該当す

る適格プロジェクトに対する新規投資及び既存のリファイナンスに充当される予定。なお、複数回のサステナ

ブルファイナンスによる資金調達を通じてリファイナンスを行う場合はリファイナンスされる額を開示し、資金

調達時点において将来に渡る環境改善効果・社会的効果の持続性について評価する。 また、技術基準や

適用条件が本フレームワークに大きな影響を与える変更となった場合は適格プロジェクトの見直しを行い、必

要に応じて外部レビュー機関による評価を受ける。 

(1) グリーンプロジェクトの環境改善効果 

【フラット３５】Ｓのうち、省エネルギー性に関する基準を満たす住宅に対する住宅ローン債権 

事業区分：エネルギー効率 

貢献する SDGs： 

 

・ 調達資金は、【フラット 35】Ｓのうち一定の省エネルギー性に関する技術基準を満たす住宅ローン債権に充当

される。当該技術基準において、日本住宅性能表示制度が定める一次エネルギー消費量等級及び断熱等

性能等級に従い、住宅ローン債権の裏付資産となる物件が満たすべき省エネルギー性能の要件を明確に

定義している。省エネルギー性の高い住宅の普及による CO2 排出量の削減が環境改善効果として期待され

る。 

制度 分類 技術基準 

新築 

【フラット 35】Ｓ ZEH ZEH 

金利Ａプラン 

(省エネルギー性) 

認定低炭素住宅 

【２０２２年１０月１日以降に設計検査の申請が受理された物件】 

断熱等性能等級５以上の住宅かつ一次エネルギー消費量等級６

の住宅 

性能向上計画認定住宅 

金利Ａプラン 

(耐久性・可変性) 

長期優良住宅 

中古 

【フラット35】Ｓ ZEH ZEH 

金利Ａプラン 

(耐久性・可変性) 

長期優良住宅 
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・ 【フラット 35】Ｓの一次エネルギー消費量等級及び断熱等性能等級の各項目の内容は以下の通り。いずれの

技術基準も、一次エネルギー消費量等級 6（設計一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策が講じ

られていること）かつ断熱等性能等級 5（熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられていること）以上

という性能を満たしている。 

〈新築住宅〉 

(a)【フラット３５】Ｓ ZEH 

・ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） 

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、効率的な設備システムの導入により、室内環境の 

質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、

年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した住宅のことである。再生可能エネル

ギー等を加えた一次エネルギー消費量削減割合（対基準一次エネルギー消費量）に応じて、一戸建

ての場合は『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Oriented に区分され、共同建て住宅などの場合は『ZEH-M』、

Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Oriented に区分される。いずれの区分も、強化外皮基準（断

熱等性能等級５相当）、再生可能エネルギー等を除く一次エネルギー消費量削減割合（一次エネル

ギー消費量等級６相当）を満たすこととされている。 

(b)【フラット３５】Ｓ 金利 A プラン(省エネルギー性) 

①認定低炭素住宅 

「都市の低炭素化の促進に関する法律」（「エコまち法」）の規定により低炭素建築物新築等計画が認定

された住宅または同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅のことである。共同建て

住宅などについては、融資対象となる住戸が認定を受けている場合に限るとされている。認定低炭素住

宅の認定基準は、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準」

と「建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準」の両方を満たすことである。前者の基

準は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（以下、「建築物省エネ法」）に規定するエネ

ルギー消費性能に係る誘導基準（一次エネルギー消費量等級６と同程度）、建築物省エネ法に規定す

る熱性能基準（断熱等性能等級５と同程度）の両方を満たすこととされている。 

②断熱等性能等級５以上の住宅かつ一次エネルギー消費量等級６の住宅【２０２２年１０月１日以降に 

設計検査の申請が受理された物件】 

評価方法基準のうち、断熱等性能等級５、同等級６または同等級７及び一次エネルギー消費量等級  

６の基準に適合する住宅のことである。 

③性能向上計画認定住宅 

建築物省エネ法の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅（竣工年月日  

が平成２８年４月１日以後の住宅に限る）のことである。共同建て住宅などについては、融資対象となる

住戸が認定を受けている場合に限るとされている。 

性能向上計画認定住宅の認定基準は、「建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のため

に誘導すべき基準」を満たすことである。この基準は建築物省エネ法に規定するエネルギー消費性能

に係る誘導基準（一次エネルギー消費量等級６と同程度）、建築物省エネ法に規定する熱性能基準

（断熱等性能等級５と同程度）の両方を満たすこととされている。  

(c)【フラット３５】Ｓ 金利 A プラン（耐久性・可変性） 

①長期優良住宅 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」（平成２０年法律第８７号）の規定により長期優良住宅建
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築等計画が認定された住宅のことである。長期優良住宅の認定基準の中に「一次エネルギー消費量性

能等級６に適合すること」*3 及び「断熱等性能等級５に適合すること」という省エネルギー性に関する基準

がある。 

〈中古住宅〉 

(a)【フラット３５】Ｓ ZEH 

〈新築住宅〉(a) ① を参照のこと。 

(ｂ)【フラット３５】Ｓ 金利 A プラン(耐久性・可変性) 

長期優良住宅：〈新築住宅〉(c) ① を参照のこと。 

 

（参考）一次エネルギー消費量等級及び断熱等性能等級 

・ 【フラット３５】Ｓの省エネルギー性に関する技術基準の設定にあたって基となっているのが、一次エネルギー

消費量等級及び断熱等性能等級である。一次エネルギー消費量等級とは、「住宅の品質確保の促進等に

関する法律」に基づく評価方法基準（以下、「評価方法基準」）第５の５-２一次エネルギー消費量等級に定

められている基準である。断熱性能等の外皮性能を考慮しながら、暖冷房、給湯、照明などを含めた設備機

器のエネルギー効率や再生可能エネルギーの活用などを勘案した一次エネルギー消費量により評価するも

のである。評価方法基準では、下記のような等級が設定されている。 

等級 講じられている対策 

6 設計一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策が講じられていること 

5 設計一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられていること 

4 設計一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策が講じられていること 

1 ― 

・ 断熱等性能等級とは、評価方法基準第５の５-１断熱等性能等級に定められている基準である。この基準は、

住宅を断熱材等で包み込むことにより、従来よりも高い水準の断熱性を実現するためのものである。評価方

法基準では、下記のような等級が設定されている。 

等級 講じられている対策 

7 熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられていること 

6 熱損失等の著しい削減のための対策が講じられていること 

5 熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられていること 

4 熱損失等の大きな削減のための対策が講じられていること 

3 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられていること 

2 熱損失の小さな削減のための対策が講じられていること 

1 ― 
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(2) ソーシャルプロジェクトの社会的効果 

【フラット３５】Ｓのうち、「バリアフリー性に関する技術基準」を満たす住宅に対する住宅ローン債権 

事業区分：必要不可欠なサービスへのアクセス／社会経済的向上とエンパワーメント 

対象となる人々：高齢者／介護等を両立する人々 

貢献する SDGs： 

 

・ 調達資金は以下のバリアフリー性に関する技術基準を満たす【フラット 35】Ｓの住宅ローン債権に充当される。

当該技術基準において高齢者等の移動等に伴う転倒、転落等の防止のための建築基準法が定める措置を

超えるバリアフリー性能が確保される。バリアフリー性の高い住宅の普及により高齢者や介護者に暮らしやす

い住環境を提供することで、高齢社会への対応という「社会的な課題」の解決への効果が期待される。 

・ 【フラット３５】Ｓのバリアフリー基準の各項目の内容は以下の通り。いずれの技術基準も、高齢者等配慮対策

等級２（移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること）以上という性能を満

たしており、バリアフリー性に関する対策が講じられている。 

〈新築住宅〉 

(a)【フラット３５】Ｓ 金利 A プラン(バリアフリー性) 

・高齢者等配慮対策等級４以上（共同建ての専用部分は等級３以上）の住宅 

評価方法基準のうち、高齢者等配慮対策等級４または同等級５（共同建ての専用部分は同等級３、

同等級４または同等級５）の基準に適合する住宅のことである。 

(b)【フラット３５】Ｓ 金利 B プラン(バリアフリー性) 

・高齢者等配慮対策等級３以上の住宅 

評価方法基準のうち、高齢者等配慮対策等級３、同等級４または同等級５の基準に適合する住宅の   

ことである。 

制度 分類 技術基準 

新築 

【フラット 35】Ｓ 金利Ａプラン 

(バリアフリー性) 

高齢者等配慮対策等級４以上の住宅 

（共同建ての専用部分は等級３でも可） 

金利Ｂプラン 

(バリアフリー性) 

高齢者等配慮対策等級３以上の住宅 

中古 

【フラット35】Ｓ 金利Ａプラン 

(バリアフリー性) 

【２０２２年１０月１日以降に設計検査の申請が受理された物件】 

高齢者等配慮対策等級３以上の住宅 

【２０２２年９月３０日以前に設計検査の申請が受理された物件】 

高齢者等配慮対策等級４以上の住宅 

金利Ｂプラン 

(バリアフリー性) 

【２０２２年１０月１日以降に設計検査の申請が受理された物件】 

高齢者等配慮対策等級２以上の住宅 
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〈中古住宅〉 

(a)【フラット３５】Ｓ 金利 A プラン(バリアフリー性) 

①高齢者等配慮対策等級３以上の住宅【２０２２年１０月１日以降に設計検査の申請が受理された物件】 

〈新築住宅〉(b) ① を参照のこと。 

②高齢者等配慮対策等級４以上の住宅【２０２２年９月３０日以前に設計検査の申請が受理された物件】 

評価方法基準のうち、高齢者等配慮対策等級４または同等級５の基準に適合する住宅のことである。 

(b)【フラット３５】Ｓ 金利 B プラン(バリアフリー性) 

①高齢者等配慮対策等級２以上の住宅【２０２２年１０月１日以降に設計検査の申請が受理された物件】 

評価方法基準のうち、高齢者等配慮対策等級２、同等級３、同等級４または同等級５の基準に適合す 

る住宅のことである。 

 

(参考) 高齢者等配慮対策等級 

・ 【フラット３５】Ｓの技術基準の設定にあたって基となっているのが、高齢者等配慮対策等級である。高齢者等

配慮対策等級とは、評価方法基準第５の９-１高齢者等配慮対策等級(専用部分)及び９-２高齢者等配慮

対策等級(共用部分）に定められている基準である。この基準は、加齢等に伴う身体機能の低下等を考慮し

た移動等の安全性及び介助行為の容易性の高さを評価するものである。評価方法基準では、下記のような

等級が設定されている。 

高齢者等配慮対策等級(専用部分) 

等級 講じられている対策 

5 ａ 移動等に伴う転倒、転落等の防止に特に配慮した措置が講じられていること 

ｂ 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを

容易にすることに特に配慮した措置が講じられていること 

4 ａ 移動等に伴う転倒、転落等の防止に配慮した措置が講じられていること 

ｂ 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを

容易にすることに配慮した措置が講じられていること 

3 ａ 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること 

ｂ 介助が必要となった場合を想定し、自走式車いす使用者と介助者が、評価対象住戸の

玄関から建物出入口まで到達するための基本的な措置が講じられていること 

2 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること 

(中古のみ) 

２－ 

移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置の一部が講じられていること 

1 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための建築基準法に定める措置が講じられていること 

(中古のみ) 

0 

― 
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高齢者等配慮対策等級(共用部分） 

等級 講じられている対策 

5 ａ 移動等に伴う転倒、転落等の防止に特に配慮した措置が講じられていること 

ｂ 介助が必要となった場合を想定し、自走式車いす使用者と介助者が、評価対象住戸

の玄関から建物出入口まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられていること 

4 ａ 移動等に伴う転倒、転落等の防止に配慮した措置が講じられていること 

ｂ 介助が必要となった場合を想定し、自走式車いす使用者と介助者が、評価対象住戸

の玄関から建物出入口まで容易に到達することに配慮した措置が講じられていること 

3 ａ 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること 

ｂ 介助が必要となった場合を想定し、介助用車いす使用者が基本生活行為を行うことを

容易にするための基本的な措置が講じられていること 

2 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置が講じられていること 

(中古のみ) 

２－ 

移動等に伴う転倒、転落等の防止のための基本的な措置の一部が講じられていること 

1 移動等に伴う転倒、転落等の防止のための建築基準法に定める措置が講じられているこ

と 

(中古のみ) 

0 

― 
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３. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

環境・社会面の目標、規準、プロジェクトの評価・選定のプロセス、環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関する

プロセスが示されている。プロセスは、環境・社会に配慮したプロジェクトを選定するように定められている。評価・選

定のプロセスは適切である。 

(1) 環境面での目標・社会的な目標 

・ SBI アルヒは、ESG 視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」を策定し、社会や環境への配慮などの取り組みを

より一層事業戦略と結びつけ、社会と自社の成長につなげている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：SBI アルヒ ウェブサイト] 

・ 環境への取り組みにおいては、良質な中古住宅取得や環境配慮型住宅向けの一定の技術基準に基づいた

住宅ローン商品の提供を通じて、良いものを受け継ぎ長く使う、循環型社会の構築へ貢献している。グリーン

プロジェクトにおいては、SBI アルヒの住宅ローン事業を通じて省エネルギー性の高い新築及び中古住宅の普

及を行うことで、CO2 排出量の削減に貢献することを目標とする。 

・ 社会への取り組みにおいては、多様な顧客のニーズに合った住宅ローン（高齢者や障がい者等へ配慮した

住宅を含む）や、それぞれのライフステージに寄り添うサービスの提供を行うとともに、住まいと暮らしに関する

＜5 つのマテリアリティ（重要課題）＞ 
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情報やノウハウを利用した地域社会の活性化にも取り組み、より多くの人に豊かな住まいと暮らしを提供して

いく。ソーシャルプロジェクトにおいては、バリアフリー性の高い住宅の普及を行うことで、障がい者、高齢者及

び介護者にとっての生活基盤である住宅の居住快適性を向上させ高齢社会への対応の貢献を目標とする。 

 

(2) 規準 

・ 裏付け資産が上記目標に資することを判断するための規準として、グリーンプロジェクトでは【フラット３５】Ｓに

おける省エネルギー性に関する基準を採用している。 

・ 裏付け資産が上記目標に資することを判断するための規準として、ソーシャルプロジェクトでは【フラット３５】Ｓ

におけるバリアフリー性に関する基準を採用している。 

 

(3) プロジェクトの評価・選定のプロセス 

・ SBI アルヒは国内最大手の住宅ローン専門機関として、住宅ローンの提供を通じた地域活性化及び循環型

社会の実現ひいては社会の持続的発展に貢献していくことを目指している。SBI アルヒの取り扱う住宅ローン

の中でも、【フラット３５】Ｓは法令に基づき、一定の基準を満たすと認められた住宅の普及のために提供され

る制度である。本フレームワークに基づくサステナブルファイナンスの資金調達により、【フラット３５】Ｓのさらな

る利用促進を行うことで、社会全体の CO2 排出量の削減、高齢社会への対応ができる商品として選定した。 

・ サステナブルファイナンスで調達した資金の充当に際し、個別の住宅が適格プロジェクトの基準を満たしてい

ることは、【フラット３５】の審査過程において以下の通り確認を行う。【フラット３５】Ｓの省エネルギー性に関す

る基準及びバリアフリー性に関する基準については、建築基準法に基づく「指定確認検査機関」または住宅

の品質確保の促進等に関する法律に基づく「登録住宅性能評価機関」が物件検査を実施して確認する。 

・ その後、サステナブルファイナンスの裏付け資産の選定においては SBI アルヒの財務部門が、住宅金融支援

機構が定める一定の要件を満たし SBI アルヒの十分な審査及び住宅金融支援機構の承認を得て実行され

た住宅ローン債権の中から、グリーンプロジェクトでは省エネルギー性に関する基準を満たす債権を、ソーシャ

ルプロジェクトではバリアフリー性に関する基準を満たす債権を選定・抽出する。 

 

(4) 環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセス 

・ 住宅の建築・改修工事においては、騒音規制法や振動規制法、廃棄物処理法等の各種法令に基づき、騒

音・振動や廃棄物の発生に関して適正な対策が講じられる。 

 

４. 調達資金の管理 

調達資金をグリーン/ソーシャルプロジェクトに充当するための追跡管理の方法、未充当資金の運用方法が示さ

れている。調達資金の管理は適切である。 

・ SBI アルヒの財務部門が、本フレームワークに基づいて調達した資金について、適格プロジェクトへの充当や

管理を内部管理システムを用いて行う。サステナブルファイナンスの調達残高の総額が適格プロジェクト残

高を超過しないように管理する。 
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・ 万が一、サステナブルファイナンスの調達残高の総額が適格プロジェクト残高を上回る場合、その超過分の

資金は現金及び現金同等物にて運用する。再充当に際しては、適格クライテリアを満たす他の適格プロジェ

クトに再充当する。 

５. レポーティング 

開示（報告）のタイミング、方法、開示（報告）事項が示されている。グリーンプロジェクトの環境改善効果に係る

指標・ソーシャルプロジェクトの社会的効果に係る指標は、環境面での目標・社会的な目標に整合している。レポ

ーティングは適切である。 

(1) 開示の概要 

・ SBI アルヒは、本フレームワークに基づき調達された資金の充当状況について、年 1 回（初回は資金調達から

1 年以内）、SBI アルヒのウェブサイト等にて開示する。調達資金の充当後に大きな変化が生じた場合は適時

に開示をする予定。 

- サステナブルファイナンスの調達資金の残高が存在する限り、サステナブルファイナンスの調達資金

の残高の総額が適格プロジェクト残高を超過していないこと 

- サステナブルファイナンスにより調達された資金が全額、適格プロジェクトに充当されるまでの間、調達

資金の充当状況（リファイナンスがある場合にはリファイナンス額、未充当金がある場合はその残高と

運用方法を含む） 

- 調達金額を充当した適格プロジェクトのリストとその概要 

(2) 環境・社会的効果に係る指標 

・ グリーンプロジェクトの環境改善効果、ソーシャルプロジェクトの社会的効果の開示に関しては以下の内容を予

定しており、環境面での目標・社会的な目標に整合している。 

■グリーンプロジェクト 

対象プロジェクト レポーティング項目 

【フラット３５】Ｓのうち、住宅の 
省エネルギー性に関する基準 
を満たす住宅に対する住宅ロ 
ーン債権 

・各技術基準を満たす住宅ローン実行件数、同実行金額 

・省エネルギー性に関する技術基準の概要 

・CO２排出削減量（推定値、t-CO₂） 

■ソーシャルプロジェクト 

対象プロジェクト 

レポーティング項目 

アウトプット アウトカム インパクト 

【フラット３５】Ｓのうち、「バリア
フリー性に関する技術基準」を
満たす住宅に対する住宅ロー
ン債権 

左記技術基準を満たす
住宅ローン実行件数、
同実行金額 

バリアフリー性に関す
る技術基準の概要 

高齢社会への対応 

以 上 
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